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令和７年６月第３回本山町議会定例会会議録 

 

１．招集年月日及び場所 

令和７年６月１２日（木）       本山町議会議場  

 

２．応招議員 

 １番 吉川 裕三   ２番 川村 太志   ３番 永野 栄一 

 ４番 松繁 美和   ５番 白石 伸一   ６番 上地 信男 

 ７番 中山 百合   ８番 大石 教政   ９番 澤田 康雄 

１０番 岩本 誠生 

 

３．不応招議員 

 

４．出席議員 

応招議員と同じ 

 

５．欠席議員 

不応招議員と同じ 

 

６．職務のため議場に出席した事務局員の職氏名 

議会事務局長 松葉 早苗    主査  清岡 康隆 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

町  長 澤田 和廣     副町長 高橋 清人     教育長 大西 千之

参  事 大石 博史     総務課長 田岡 学  住民生活課長 前田 幸二

政策企画課長 澤田 直弘 まちづくり推進課長 田岡 明 建設課長 中西 一洋

健康福祉課長 澤田 真紀 病院事務長 佐古田 敦子              

 

８．議事日程 

日程第 １．議案第５４号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（１区コミ 

             ュニティーセンター） 

日程第 ２．議案第５５号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（２区コミ 

             ュニティーセンター） 

日程第 ３．議案第５６号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（３区コミ 

             ュニティーセンター） 

日程第 ４．議案第５７号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（４区コミ 



－2－ 

             ュニティーセンター） 

日程第 ５．議案第５８号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（田高須コ 

             ミュニティーセンター） 

日程第 ６．議案第５９号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（松島コミ 

             ュニティーセンター） 

日程第 ７．議案第６０号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（屋所集会 

             所） 

日程第 ８．議案第６１号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（上関集会 

             所） 

日程第 ９．議案第６２号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（古田集会 

             所） 

日程第１０．議案第６３号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（本山町種 

             苗センター） 

日程第１１．議案第６４号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（本山町ラ 

             イスセンター） 

日程第１２．議案第６５号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（れいほく 

             畜産ミートセンター） 

日程第１３．議案第６６号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（本山町上 

             奈呂複合集会所） 

日程第１４．議案第６７号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（汗見川ふ 

             れあいの郷清流館） 

日程第１５．議案第６８号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（汗見川ふ 

             れあいの郷集会所） 

日程第１６．議案第６９号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（集落活動 

             センターなめかわ） 

日程第１７．同意第 １号 本山町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１８．同意第 ２号 本山町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１９．諮問第 １号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第２０．請願第７－２号 本山町商工会館移転に関する請願 

日程第２１．発議第 ６号 国民健康保険に対する国庫負担の増額等を求める意見書 

             （案） 

日程第２２．発議第 ７号 消費税減税、インボイス制度廃止でくらしと営業を守る 

             意見書（案） 

日程第２３．議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第２４．総務常任委員会、産業土木常任委員会、議会広報編集常任委員会、水資 

      源対策特別委員会の閉会中の所管事務調査・付託事件調査の件 
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追加日程第１．議案第７０号 工事請負契約について 

 

開会 １３：００ 

 

○議長（岩本誠生さん）ただいまの出席議員は１０名であります。定足数に達しております

ので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付したプリントのとお

りであります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第 １．議案第５４号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（１区コミュニ 

             ティーセンター） 

日程第 ２．議案第５５号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（２区コミュニ 

             ティーセンター） 

日程第 ３．議案第５６号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（３区コミュニ 

             ティーセンター） 

日程第 ４．議案第５７号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（４区コミュニ 

             ティーセンター） 

日程第 ５．議案第５８号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（田高須コミュ 

             ニティーセンター） 

日程第 ６．議案第５９号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（松島コミュニ 

             ティーセンター） 

日程第 ７．議案第６０号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（屋所集会所） 

日程第 ８．議案第６１号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（上関集会所） 

日程第 ９．議案第６２号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（古田集会所） 

日程第１０．議案第６３号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（本山町種苗セ 

             ンター） 

日程第１１．議案第６４号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（本山町ライス 

             センター） 

日程第１２．議案第６５号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（れいほく畜産 

             ミートセンター） 

日程第１３．議案第６６号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（本山町上奈呂 

             複合集会所） 

日程第１４．議案第６７号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（汗見川ふれあ 

             いの郷清流館） 

日程第１５．議案第６８号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（汗見川ふれあ 

             いの郷集会所） 
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日程第１６．議案第６９号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（集落活動セン 

             ターなめかわ） 

 

○議長（岩本誠生さん）まず、日程第１、議案第５４号 本山町公の施設の指定管理者の指

定について（１区コミュニティーセンター）、以下同じでありますので、日程第２、議案第

５５号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（２区コミュニティーセンター）、日

程第３、議案第５６号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（３区コミュニティー

センター）、 日程第４、議案第５７号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（４

区コミュニティーセンター）、日程第５、議案第５８号 本山町公の施設の指定管理者の指

定について（田高須コミュニティーセンター）、日程第６、議案第５９号 本山町公の施設

の指定管理者の指定について（松島コミュニティーセンター）、日程第７、議案第６０号 本

山町公の施設の指定管理者の指定について（屋所集会所）、日程第８、議案第６１号 本山

町公の施設の指定管理者の指定について（上関集会所）、日程第９、議案第６２号 本山町

公の施設の指定管理者の指定について（古田集会所）、日程第１０、議案第６３号 本山町

公の施設の指定管理者の指定について（本山町種苗センター）、日程第１１、議案第６４号 

本山町公の施設の指定管理者の指定について（本山町ライスセンター）、日程第１２、議案

第６５号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（れいほく畜産ミートセンター）、

日程第１３、議案第６６号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（本山町上奈呂複

合集会所）、日程第１４、議案第６７号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（汗

見川ふれあいの郷清流館）、日程第１５、議案第６８号 本山町公の施設の指定管理者の指

定について（汗見川ふれあいの郷集会所）、日程第１６、議案第６９号 本山町公の施設の

指定管理者の指定について（集落活動センターなめかわ）、以上１６議案を一括議題といた

します。 

 補足説明を許します。田岡総務課長。 

○総務課長（田岡学さん） （別紙のとおり補足説明） 

○議長（岩本誠生さん）補足説明を終わります。 

 これより質疑を行います。全般にわたって、今上程されました議案について、質疑があれ

ば、質疑ありませんか。 

 １番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）指定管理の件でございますが、地区は地区の区長に対して責任者と

いうことで出すと。ただこれ、班長とか地区の代表という方が替わった場合は、その指定管

理はこの地区に委託したものか、その人に委託したものかについてちょっとお尋ねいたし

ます。ですから、地区の区長は区長という任期があって、その区長が替わっても多分地区の

区長に対してだと思いますけれども、地区の代表と班長が替わった場合にどうなるのか。そ

この班に対して、指定管理を委託しているのか、その人に対してしているのか、その点につ

いてちょっと教えていただければ幸いです。 
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○議長（岩本誠生さん）田岡総務課長。 

○総務課長（田岡学さん）指定管理の指定の申請書等の手続につきましては、今読み上げま

した代表の方にそれぞれ送付をして、その地区内で協議をされて提出をされております。で

すので、その地区の読み上げました班長、あるいは代表の方に指定管理をしておるというふ

うにしております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）的を射ないね。あの人が替わった場合、議決案件は、施設管理者は

施設名になっちゃうわけね。組織名になっちゃう。それで、人が入っていないわけ。だから、

人を議決はしてないわけ。だから、そこを本山町としてどういう取扱いしているかと。人が

替わっても、名義変更とかそういうこと関わりなく、次の区長さんにもう何々区長さんでそ

のまま継続するのか。それとも、また議決し直すのかとこういう質問ですよ。 

 田岡総務課長。 

○総務課長（田岡学さん）地区それぞれ代表の方にしておりますので、替わったといえども

名前を変更するということはございません。 

○議長（岩本誠生さん）地区で議決をするということだね。そういうこと。 

 よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（発言する声なし）ないようでありますので、質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

 これより一つ一つについて行っていかなきゃいかんのですが、大変ご面倒おかけします

が、一つ一つの議決になりますので、ご協力をお願いいたしたいと思います。 

 議案第５４号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（１区コミュニティーセン

ター）の討論を行います。発言の申出はありませんか。 

（発言する声なし）なしと認めます。 

 議案第５４号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第５４号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、議案第５４号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（１区コミュニテ

ィーセンター）は、原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 次に、議案第５５号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（２区コミュニティー

センター）の討論を行います。討論の申出はありませんか。 

（「なし」の声あり）なしと認めます。 

 議案第５５号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第５５号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 
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したがって、議案第５５号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（２区コミュニテ

ィーセンター）は、原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 議案第５６号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（３区コミュニティーセン

ター）の討論を行います。討論の申出はありませんか。 

（「なし」の声あり）なしと認めます。 

 議案第５６号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第５６号を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、議案第５６号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（３区コミュニテ

ィーセンター）は、原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 議案第５７号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（４区コミュニティーセン

ター）の討論を行います。討論の申出はありませんか。 

（発言する声なし）なしと認めます。 

 議案第５７号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第５７号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、議案第５７号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（４区コミュニテ

ィーセンター）は、原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 議案第５８号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（田高須コミュニティーセ

ンター）の討論を行います。討論の申出はありませんか。 

（「なし」の声あり）なしと認めます。 

 議案第５８号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第５８号を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、議案第５８号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（田高須コミュニ

ティーセンター）は、原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 議案第５９号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（松島コミュニティーセン

ター）の討論を行います。討論の申出はありませんか。 

（「なし」の声あり）なしと認めます。 

 議案第５９号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第５９号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 
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したがって、議案第５９号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（松島コミュニテ

ィーセンター）は、原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 議案第６０号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（屋所集会所）の討論を行い

ます。討論の申出はありませんか。 

（「なし」の声あり）なしと認めます。 

 議案第６０号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第６０号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、議案第６０号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（屋所集会所）は、

原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 議案第６１号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（上関集会所）の討論を行い

ます。討論の申出はありませんか。 

（「なし」の声あり）なしと認めます。 

 議案第６１号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第６１号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、議案第６１号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（上関集会所）は、

原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 議案第６２号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（古田集会所）の討論を行い

ます。討論の申出はありませんか。 

（発言する声なし）なしと認めます。 

 議案第６２号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第６２号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、議案第６２号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（古田集会所）は、

原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 議案第６３号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（本山町種苗センター）の討

論を行います。討論の申出はありませんか。 

（「なし」の声あり）なしと認めます。 

 議案第６３号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第６３号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 
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したがって、議案第６３号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（本山町種苗セン

ター）は、原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 議案第６４号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（本山町ライスセンター）の

討論を行います。討論の申出はありませんか。 

（「なし」の声あり）なしと認めます。 

 議案第６４号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第６４号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、議案第６４号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（本山町ライスセ

ンター）は、原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 議案第６５号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（れいほく畜産ミートセン

ター）の討論を行います。討論の申出はありませんか。 

（「なし」の声あり）なしと認めます。 

 議案第６５号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第６５号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、議案第６５号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（れいほく畜産ミ

ートセンター）は、原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 議案第６６号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（本山町上奈呂複合集会所）

の討論を行います。討論の申出はありませんか。 

（「なし」の声あり）なしと認めます。 

 議案第６６号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第６６号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、議案第６６号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（本山町上奈呂複

合集会所）は、原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 議案第６７号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（汗見川ふれあいの郷清流

館）の討論を行います。討論の申出はありませんか。 

（「なし」の声あり）なしと認めます。 

 議案第６７号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第６７号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 
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したがって、議案第６７号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（汗見川ふれあい

の郷清流館）は、原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 これより、議案第６８号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（汗見川ふれあい

の郷集会所）の討論を行います。討論の申出はありませんか。 

（「なし」の声あり）なしと認めます。 

 議案第６８号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第６８号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、議案第６８号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（汗見川ふれあい

の郷集会所）は、原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 議案第６９号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（集落活動センターなめか

わ）の討論を行います。討論の申出はありませんか。 

（「なし」の声あり）なしと認めます。 

 議案第６９号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第６９号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、議案第６９号 本山町公の施設の指定管理者の指定について（集落活動センタ

ーなめかわ）は、原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

 以上、日程第１から日程第１６の審議を終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１７．同意第１号 本山町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１８．同意第２号 本山町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

○議長（岩本誠生さん）続いて、日程第１７、同意第１号 本山町固定資産評価審査委員会

委員の選任について、日程第１８、同意第２号 本山町固定資産評価審査委員会委員の選任

について、以上２議案を一括議題といたします。 

 補足説明を許します。澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん） （別紙のとおり補足説明） 

○議長（岩本誠生さん）以上で、補足説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり）質疑ないようでありますので、質疑なしと認めます。 

 これより同意第１号の討論を行います。討論の申出はありませんか。 

（発言する声なし）なしと認めます。 
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 同意第１号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 同意第１号について、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、同意第１号 本山町固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のと

おり同意することに決定をいたしました。 

 次に、同意第２号について討論を行います。討論の申出はありませんか。 

（発言する声なし）なしと認めます。 

 同意第２号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 同意第２号については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、同意第２号 本山町固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のと

おり同意することに決定をいたしました。 

 次の議題に入ります前に、地方自治法第１１７条の規定によって、３番、永野栄一さんの

退場を求めたいと思います。 

 暫時休憩します。 

 

休憩  １３：２４ 

再開  １３：２４ 

 

○議長（岩本誠生さん）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１９．諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

○議長（岩本誠生さん）日程第１９、諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを

議題といたします。 

 補足説明はありませんか。澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん） （別紙のとおり補足説明） 

○議長（岩本誠生さん）補足説明を終わります。 

 意見調整のため、暫時休憩します。 

 

休憩  １３：２６ 

再開  １３：２８ 
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○議長（岩本誠生さん）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦については、お手元に配付いた

しました意見のとおり答申いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）ご異議なしと認めます。 

したがって、諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦については、お手元に配付した意見

のとおり答申することに決定をいたしました。 

 ここで暫時休憩します。 

 永野さんの入場をお願いします。 

 

休憩  １３：２８ 

再開  １３：２９ 

 

○議長（岩本誠生さん）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。ただいま町長から追加議案が提出されております。議会運営委員会を開催

したいと思いますが、議会運営委員会委員長よろしくお願いをいたします。 

 ここで暫時休憩します。 

 

休憩  １３：２９ 

再開  １３：４６ 

 

○議長（岩本誠生さん）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程追加の件 

 

○議長（岩本誠生さん）町長より、議案第７０号 工事請負契約についてを追加提出されま

した。この際、上程し、本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）ご異議なしと認めます。 

したがって、議案第７０号 工事請負契約についてを日程に追加し、追加日程第１とするこ

とに決定をいたしました。 

 資料配付のため、暫時休憩します。 

 

休憩  １３：４７ 

再開  １３：４８ 
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○議長（岩本誠生さん）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 事務局に追加議案名を朗読させます。松葉事務局長。 

○事務局長（松葉早苗さん） （別紙のとおり朗読） 

○議長（岩本誠生さん）朗読を終わります。 

 ここで提出者の説明を求めます。澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん） （別紙のとおり議案提案理由説明） 

○議長（岩本誠生さん）提案理由の説明を終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１．議案第７０号 工事請負契約について 

 

○議長（岩本誠生さん）追加日程第１、議案第７０号 工事請負契約についてを議題といた

します。 

 補足説明を許します。中西建設課長。 

○建設課長（中西一洋さん）資料の配付  。 

○議長（岩本誠生さん）資料の配付のため、暫時休憩します。 

 

休憩  １３：４９ 

再開  １３：５１ 

 

○議長（岩本誠生さん）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは中西建設課長、補足説明をお願いします。 

○建設課長（中西一洋さん） （別紙のとおり補足説明） 

○議長（岩本誠生さん）以上で、補足説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）ここ前のところを取壊しして建てる予定なんか。この金額にはもう

解体費用等も含まれておる金額なんかお伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）中西建設課長。 

○建設課長（中西一洋さん）大石議員のご質問にお答えします。 

 先ほど説明しましたが、取壊し等、新築工事に入っていますので、設計図の中に取壊し解

体の費用が含まれております。 

 以上です。 

 すみません。前段の質問の中にありました建築場所につきましては、現在の大石地区集会

所がある位置になります。 

○議長（岩本誠生さん）よろしいですか。もう１回。８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）建築の間の消防車置いたり、集会所機能等は近くで使う予定なんか
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お伺いします。 

（「議長、参事」の声あり） 

○議長（岩本誠生さん）大石参事。 

○参事（大石博史さん）お答えします。 

 既に、南部分団大石地区につきましては、消防車は吉延地区で倉庫を借り上げ、入れてお

ります。諸機材については、近隣の倉庫を借り上げて対応しておるようにしております。ま

た、その他の公民館機能については、様々な町の施設を利用して行うことで、地区で決定し

ております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）７番。 

 あそこの集会所のところの上がるところの左側に、ちょっと炊事場みたいなところがあ

るんですけれども、あそこは別にそのまま置くんでしょうか。 

○議長（岩本誠生さん）大石参事。 

○参事（大石博史さん）あの建物は地区の持ち物ですから、今回の工事には入っておりませ

ん。 

○議長（岩本誠生さん）ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし）ないようです。 

 ちょっと暫時休憩します。 

 

休憩  １３：５８ 

再開  １４：００ 

 

○議長（岩本誠生さん）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑はもうありませんか。 

（「なし」の声あり）質疑はないようでありますので、質疑なしと認めます。 

 討論の申出はありませんか。 

（「なし」の声あり）なしと認めます。 

 議案第７０号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 議案第７０号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

起立全員、全会一致であります。 

したがって、議案第７０号 工事請負契約については、原案のとおり可決することに決定を

いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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日程第２０．請願第７－２号 本山町商工会館移転に関する請願 

 

○議長（岩本誠生さん）続いて、日程第２０、請願第７－２号 本山町商工会館移転に関す

る請願の件を議題といたします。 

 提出されております請願書等を配付いたします。 

 暫時休憩します。 

 

休憩  １４：０１ 

再開  １４：０２ 

 

○議長（岩本誠生さん）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。請願については、委員会付託を省略できるものとし、その内容から、急を

要するもの、結論が明白で議会全体に異論はないと認められるような場合であり、請願第７

－２号については、会議規則第９２条第２項の規定によって、委員会付託を省略いたしたい

と思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）ご異議ないようでありますので。 

したがって、請願第７－２号 本山町商工会館移転に関する請願については、委員会の付託

を省略することに決定をいたしました。 

 請願第７－２号に関する紹介議員、２番、川村太志さんの請願内容の説明を求めます。２

番、川村太志さん。 

○２番（川村太志さん） 請願の趣旨に賛同し、紹介議員として説明いたします。 

 町内には約１７０社以上の商工業者があります。食料や生活必需品等を購入する場所で

もあり、多くの住民の働く場所でもあります。地域の事業者の営業活動は、まさに地域住民

の暮らしそのものを守ることに直結します。 

 本山町商工会館は、昭和４８年に建てられ、５０年が経過しています。十分な耐震ができ

ておらず、災害時の備えに大きな懸念があります。想定される南海トラフ地震が発生した際

には、商工会館の被災リスクが高く、職員や来客者の安全確保ができないのはもちろんのこ

と、被災した事業者の支援ができなくなるおそれがあります。もし、事業者が被災すれば、

できるだけ早期に事業を再開したり、事業継続できるように国や県などのメニューを活用

して支援するのが、商工会の役割になります。しかしながら、このまま現状を放置している

と商工会館が被災し、地域の事業者の支援ができず、住民の暮らしにも支障を来すことが懸

念されます。 

 これまで、商工会としても町への要望活動を継続して実施しています。今回請願書にある

ように、災害時でも商工会業務が継続できる被災リスクの低い建物への早期移転に向けて、

まずはいつ起こるか分からない災害時に備え、緊急的に商工会業務ができる代替施設を決

めること、また併せて、商工会館の移転先候補について本格的に協議することが、町の商工
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振興にとって喫緊の課題であります。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）以上で、紹介議員からの説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（発言する声なし）質疑ないようでありますので、質疑終わります。 

 討論の申出はありませんか。 

（発言する声なし）討論なしと認めます。 

 これより請願第７－２号の採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 請願第７－２号を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、請願第７－２号 本山町商工会館移転に関する請願は、採択とすることに決定

をいたしました。 

 なお、執行部におかれましては、請願の趣旨に従い適切な対応をしていくことを求めたい

と思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 紹介議員におかれては、その責により本内容についてを注視していくことをお願いする

とともに、議会としましても請願の処理状況と必要な措置が講じられるよう注視していく

ことといたしております。請願者に対して採択の旨報告をしたいと思います。採択をいたし

ました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２１．発議第６号 国民健康保険に対する国庫負担の増額等を求める意見書（案） 

 

○議長（岩本誠生さん）日程第２１、発議第６号 国民健康保険に対する国庫負担の増額等

を求める意見書（案）を議題といたします。 

 提案者の趣旨説明の前に意見書案の朗読を必要とする場合は、事務局にこれを朗読させ

たいと思いますが、朗読を省略してもよろしいですか。異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）異議ないようでありますので、朗読を省略することといたします。 

 それでは、提案者に意見書（案）の提案並びに趣旨説明を求めます。８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん） （別紙のとおり議案提案理由説明） 

○議長（岩本誠生さん）以上で、８番、大石教政さんの提案並びに趣旨説明を終わります。 

 賛成者において補足説明があればこれを許します。ないですか。ありませんか。 

（「なし」の声あり）ないようですので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。

１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）１点だけ、非常に分かりにくい趣旨説明でしたんで、１点だけお伺

いします。 



－16－ 

 現在、令和４年度から未就学児童に対しましては、たしか減免措置がなされておりますが、

この今回の意見書は、それを１８歳まで全額減免しろということで解釈でよろしいんか、そ

の点、説明をお願いしたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）１８歳まで全額免税ということで。やはりこう子ども等の負担を軽

くするべきということで出しております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）１番分かりましたか。いいですか。 

○１番（吉川裕三さん）はい。 

○議長（岩本誠生さん）ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし）ないようでありますので、質疑がなしと認めます。 

 討論の申出はありませんか。 

（発言する声なし）なしと認めます。 

 お諮りします。発議第６号の意見書（案）を原案のとおり提出したいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）異議なしと認めます。 

したがって、発議第６号 国民健康保険に対する国庫負担の増額等を求める意見書（案）は、

原案のとおり提出することに決定をいたしました。 

 なお、提出先については、議長に一任願います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２２．発議第７号 消費税減税、インボイス制度廃止でくらしと営業を守る意見書 

            （案） 

 

○議長（岩本誠生さん）日程第２２、発議第７号 消費税減税、インボイス制度廃止でくら

しと営業を守る意見書（案）を議題といたします。 

 提案者の趣旨説明の前に意見書案の朗読を必要である場合は、事務局にこれを朗読させ

たいと思いますが、朗読は省略してもよろしいかどうかお伺いします。省略してもよろしい

か、異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）じゃ、朗読は省略することにいたします。 

 それでは、これより提案者に意見書（案）の提案並びに趣旨説明を求めます。４番、松繁

美和さん。 

○４番（松繁美和さん） （別紙のとおり議案提案理由説明） 

○議長（岩本誠生さん）以上で、４番、松繁美和さんの提案並びに趣旨説明を終わります。 

 賛成者において補足説明があればこれを許します。ありませんか。 

（発言する声なし）ないようですので、これより質疑を行います。質疑の申出はありません



－17－ 

か。３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）意見書の案の前段に、「食料品、お米、ガソリン、電気代など、厳

しい物価高騰が続き」という文言があります。意見書としては、消費税減税とインボイス制

度廃止を求めということになっていますが、いわゆるこの物価高騰というのは、ずっと続く

わけではないと思うんですけれども、インフラ２％以上の成長制約をしているとか、円安の

影響があって、こういう状態になっていると思うんですけれども、この意見書は、永続的と

いうか、恒常的に消費税減税とインボイス制度の廃止を求めるものなのでしょうか。ちょっ

と確認したいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）４番、松繁美和さん。 

○４番（松繁美和さん）ご質問ありがとうございました。 

 今、当面は、この暮らしを立て直すための消費税減税を求めておりますし、そして、イン

ボイス制度については、この間、この議会でも、インボイス制度に導入の時点から反対する

というようなことの要望は出ておりましたので、インボイスについては、制度廃止を、制度

そのものを廃止するということを求めておるものです。消費税減税については、今どう対策

していくかは、これは財源も含め、国会の課題だとは思っておりますけれども、諸外国では、

既に限定的にこの物価高騰、コロナのあたりから消費税を当面減税しているとか、少し廃止

をしている。そのことを継続しているというところもございますので、そうした取扱いにつ

いては、減税については、取りあえずこの物価高騰の一旦見直しというか、していただきた

いというのが主な趣旨でございます。並べて書いてありますけれも、両方とも特に永久にと

かいうようなことを求めるものではなくて、今の物価高騰への対策ということで陳情が来

ておるものです。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん、よろしいですか。 

○３番（永野栄一さん）はい。 

○議長（岩本誠生さん）ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし）ないようですので、質疑なしと認めます。 

 討論の申出はありませんか。３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）一応反対ということで、理由は、現在福祉等含めて社会保障関係の

予算といいますか、経費が大変増大しているところです。私は、この物価高騰というのは一

時的なものであって、もし先ほど提出者が説明されたようなことであれば、例えば、期限付

の消費税減税とかいう文言であれば賛成ですけれども、この期限付でない消費税減税とい

うのは、まず一つ反対です。 

 それから、インボイス制度については、いろいろな意見があると思いますけれども、今

８％、１０％ということで、今回インボイス制度が…（聞き取り不能）と書かれたわけです

けれども、その今回やることによって、消費税の取り扱っているところが明確になって、二

重消費税課税にならないというようなメリットがありますし、そもそもインボイス制度を
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使う人は事業間同士なので、簡易課税事業者だとか消費者を相手のところは、インボイス制

度はやらなくていいし、中小企業の規模の小さいところ、課税売上高のところが１，０００

万円以下のところは、特に必要ないということでありますので、特にこれは廃止しなくても、

私はいいんじゃないかというふうに考えています。 

 以上、反対討論とします。 

○議長（岩本誠生さん）反対討論は終わりました。ほかに賛成討論はありませんか。１番、

吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）賛成の立場で討論させていただいております。 

 まず、物価高騰ということが出ましたが、まず、２０２２年度の消費者物価指数は２．５％

の上昇、２０２３年度は３．２％消費者物価、昨年度が２．７％で、直近この４月のデータ

では、前年度が３．６％とずっと消費者物価指数が上がってございます。逆に、物価が上が

るということは、消費税は増収になっているということです。ですから、物価が上がった分、

例えば、１００円の物が２００円になれば、同一消費税であれば、消費税は倍になると。特

に主食であるお米の場合、倍以上になっているから、その分消費税が当然増えているという

ことで、一時的に消費税を減免するのも一つの方策ではないか。 

 実際、昨年度の日本国の税収の上振れに対しましては、３．８兆円の税収の上振れがあり、

その上振れ分を根拠として、このたび国民１人当たりのお金を配りましょうかという話も

出ております。ですから、税収の上振れがあって配るぐらいだったら、最初から取らないよ

うにしようと。物価が上がっているんであれば、消費税はその分増収になるんだから、一時

的に現在の８％、１０％も５％にしても、その分十分な税収が確保できると。 

 また、税収不足よく言われるのが、消費税を下げたら年金を３割カットしなければならな

い。社会福祉の財源になっているという話がございますが、例えば現在、建設国債の社会的

割引率が４％になっております。それを１．５％にすれば、十分それが賄えるだけの建設国

債を発行して、それ以外のお金は一般財源として使用ができるということで、十分財政的な

確保もできますし、消費税を減税することによって、景気の浮揚を図り、消費者、まずは働

く人、国民の生活が苦しい、それをやはり政府としては少しでも緩和するということで、賛

成の立場で討論をさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）ほかに討論の申出ありませんか。 

（発言する声なし）ないようですので、討論はこれで打ち切ります。 

 これより採決を行いますが、反対者がおりますので、この意見書につきましては、採決を

起立によって決定したいと思います。 

 それでは、発議７－２号の意見書につきまして、提出することに賛成の方の起立を求めま

す。 

賛成多数であります。 

したがって、発議第７号 消費税減税、インボイス制度廃止でくらしと営業を守る意見書

（案）は、原案のとおり提出することに決定をいたしました。 
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 なお、提出先につきましては、議長に一任願います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２３．議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

 

○議長（岩本誠生さん）日程第２３、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題と

いたします。 

 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元にお配りいたしました本

会議の会期日程等議会の運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり）異議なしと認めます。 

したがって、委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしまし

た。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２４．総務常任委員会、産業土木常任委員会、議会広報編集常任委員会、水資源対 

      策特別委員会の閉会中の所管事務調査・付託事件調査の件 

 

○議長（岩本誠生さん）日程第２４、総務常任委員会、産業土木常任委員会、議会広報編集

常任委員会、水資源対策特別委員会の閉会中の所管事務調査・付託事件調査の件を議題とい

たします。 

 各常任委員長から、お手元に配付したとおり、本山町議会会議規則第７３条第１項の規定

に基づく所管事務調査に係る通知書が提出され、あわせて各常任委員長及び特別委員長か

ら、本山町議会会議規則第７５条の規定による所管事務の調査事項及び付託事件の閉会中

の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。各常任委員長及び特別委員長からの申出のとおり、本件について閉会中の

継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）異議なしと認めます。 

したがって、各常任委員長及び各特別委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とする

ことに決定をいたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（岩本誠生さん）これで本日の日程は全て終了いたしました。会議を閉じたいと思い

ますが、本定例会の日程も全て終了しておりますので、閉会前に町長より発言が求められて
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おりますので、これを許します。澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）議会６月定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 今回、本議会に提出いたしました財産の取得について１件、専決処分等の報告が５件、条

例の一部改正をする条例が１件、令和７年度本山町一般会計補正予算（第１号）など補正予

算議案２件、本山町公の施設の指定管理者の指定についてが１６件、同意、諮問案件が３件、

追加議案が１件の合計２９件につきまして、ご審議の上、適切な議決をいただき、誠にあり

がとうございました。 

 また、一般質問で皆様からご指摘などをいただきましたことにつきましては、今後の行政

執行に生かしてまいりたいと存じます。また貴重なご意見、ご提言等をいただいております。

すぐに取り組めることにつきましては、取り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。課題もたくさんございますが、今後、職員と共に一つ一つ丁寧に取り組んでまいりたい

と存じます。今後ともご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 

 さて、生まれ育った本山町を誇りに思えるまちづくりに挑戦したいと、町民の皆様と一緒

になって活力ある明るい本山町にとの思いを持って、町長に就任して３年６か月が経過を

いたしました。就任後、様々な課題に直面をいたしました。更新住宅事業、病院職員の給与

未払い問題、土佐本山橋交差点改良、四季菜館等産業振興センターの活用など、そして、就

任してから分かったことなどもたくさんありました。また、コロナ対応もございました。解

決したこと、解決できていないことがありますが、議会の皆様や町民の皆様にもご相談しな

がら、一つ一つ解決の方法を考えながら対応をしてきたところでございます。 

 そんな中でも、本山町では多くの若い後継者ががんばっています。商工業だけでなく、農

畜林産業でも同様です。異なる産業間の後継者による連携グループを立ち上げ、本山町を元

気で楽しい町にしたいという思いを具体的に実現しますとして、本山町商工会や観光協会

の皆様、ＪＡ本山青壮年部やアウトドアヴィレッジの関係者、汗見川や行川の集落活動セン

ターの皆様、そして、１区区長さんをはじめ、区長さんに加わっていただきまして、本山ま

ちなか活性化推進委員会を設置し、本山まちなか活性化計画を策定し、その実現に町民の皆

様とも一緒に取り組んでいるところでございます。 

 中学生や高校生がまちなか活性化事業に関心を示していただいていることに大変うれし

く思います。自分が生まれ育った町を意識する。留学生には、本山町のまちづくりの加わっ

てもらう。高知大学やＪＩＣＡの皆様とも連携する。そうした広がりを感じているところで

ございます。引き続き、この取組を皆様と進めるとともに、全町に広げてまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

 産業振興では、営農継続支援事業として、農業機械の導入や修繕への支援、堆肥センター

の整備と堆肥を活用した環境保全型の農業の推進などにも取り組んでまいりました。また、

商工会の皆様と連携しまして、商工業の振興にも取り組んでまいりました。引き続き、基幹

産業である農畜林産業と商工業の振興に着実に取り組んでまいりたいと存じます。 

 地域で安心して生活していくために、また持続可能な地域づくりにとって、医療の確保は
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なくてはならないものです。住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう医療、介

護、予防、住まいや生活支援が一体的に提供できる地域包括ケアシステムの構築を進めると

ともに、健康長寿のまちづくりを進めるため、その要となる公立病院嶺北中央病院を守って

いかなければなりません。 

 安心して子どもを産み育てる環境と育児の不安や孤立を解消し、子どもを大切にし、健や

かな成長を図る支援体制を進め、この町で子育てがしたいと思ってもらえるようなまちづ

くりをということで、一時保育や不妊治療の助成、就学前までの育児助成、産後ケア事業な

どを制度化をしてまいりました。少子化対策、子育て支援に今後とも積極的に取り組んでま

いります。 

 また、教育や文化活動の推進、観光や交流人口、関係人口の拡大も重要な取組でございま

す。一方では、大変厳しい財政状況の下、予算編成では、財源確保など慎重な財政運営に当

たってまいりました。少しでも行政について身近に感じてもらえるよう、情報発信にも取り

組んでいるところです。町内外の方々から「町長日記、町長室日記見ています」と声をかけ

ていただくことがあります。こうした見ていただいている皆様を意識し、情報発信に取り組

んでまいりたいと思います。 

 引き続き、これまでの取組を着実に進めるとともに、特に県の人口減少対策総合交付金な

どを活用して、人口減少、少子化対策に取り組むとともに、若者の交流事業や移住定住等を

含めました住宅確保対策に、積極的に取り組んでまいりたいと考えています。 

 また、頻発する風水害の大規模災害や南海トラフ地震への備えも急務となっております。

こうした町民の皆様と共に取組を進めていることや、様々な課題の解決に向け、取組を着実

に進めるために、１１月に予定されております町長選挙に２期目を目指してチャレンジす

ることを決意をいたしました。６月議会定例会閉会の場をお借りして、誠に恐縮に存じます

が、私の思いを表明をさせていただきました。 

 さて、６月議会定例会が終了しますと、夏に向けて様々な行事の実施が準備されておりま

す。町民の皆様が事故や病気などに遭われませんように、また水の事故などに遭われません

ように、祈願する町民祈願祭・水神祭、汗見川清流マラソン大会、それから町民祭、消防団

操法大会が今年は本山町大会、そして嶺北連合会大会など、めじろ押しとなっております。

一方では、引き続く燃料や日用品、飼料や肥料などの物価高騰により、町民の皆様の生活や

産業に大きな影響を与えております。そうしたことに思いを寄せて、行政運営に当たってま

いりたいというふうに思います。 

 梅雨入りし、体調管理も難しい季節となってまいりました。また、梅雨から台風シーズン

へと風水害にも警戒をしていかなければなりません。議員の皆様方におかれましては、ご自

愛の上、ますますご活躍されますよう、また町民の皆様の生活が安心・安全でありますよう

にご祈念を申し上げ、閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。長時間にわたりま

す熱心なご審議を賜り、誠にありがとうございました。 

○議長（岩本誠生さん）町長からの閉会の挨拶でございました。 



－22－ 

 それでは、閉会に当たりまして、私のほうからも一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。 

 今回もまた、皆さん方のご協力によりまして、スムーズに議事進行ができ、終了を迎えま

したことを、誠に感謝を申し上げたいと存じます。 

 町長がいつになく長い挨拶をされましたので、一体何があるんだろうかと思っておりま

したところ、１１月の抱負を語られました。今までの町政に携わってきたこれまでの総括的

なことも、皆さん方のほうに心を込めて話があったところでございます。 

 昨日、一般質問の中ではなかなか心の準備はまだできていなかったというふうには思う

んですけれども、今日ははっきりと皆さんの前で１１月選挙に立候補するんだと、出馬する

んだという決意表明を聞くことができました。議会としてもそういうことで、また受け止め

ておいていただきたいと思います。 

 なお、今度の２３日からは、議会の報告会と意見交換会が、各５か所にわたって行われま

す。皆さん方には資料を事前にお配りしてございますので、それにつきましてはお目通しを

いただいて、何とかこの報告会、意見交換会によって、いろいろの意見を集約し、それがま

た、町政に生かせるような方法を我々も考えていかなければならないと思うんであります。

特に初日、プラチナセンターで行われますのが、全員の議員さんに参加していただいての会

合になりますし、たくさんの地区からも来ることが予想されております。そういうことで、

十分な準備をする必要があるというふうに思いますので、どうかくれぐれもよろしくお願

いをいたしたいと思います。 

 本議会が皆さん方のご協力によって無事終わったことを感謝申し上げるとともに、さら

にこれからも議員活動、議会活動に精励されますように私も含めてがんばってまいりたい

と思いますのでどうかよろしくお願いをいたしまして閉会の挨拶といたしたいと思います。 

 それでは、これをもって令和７年第３回定例会を閉会といたします。 

 どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

令和７年６月１２日      午後 ２時４０分 閉会 

 

 


